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浜松市火災予防条例の一部改正（案） 新旧対照表 

 

改正前 改正後 

目次 目次 

 第１章～第３章の２ （略）  第１章～第３章の２ （略） 

 第３章の３ 林野火災の予防（第２９条の

８・第２９条の９) 

 第４章～第７章 （略）  第４章～第７章 （略） 

 附則  附則 

（火災に関する警報の発令中における火の

使用の制限） 

（火災に関する警報の発令中における火の

使用の制限） 

第２９条 火災に関する警報が発せられた場

合における火の使用については、次に定める

ところによらなければならない。 

第２９条 火災に関する警報（法第２２条第３

項に規定する火災に関する警報をいう。以下

同じ。）が発せられた場合における火の使用

については、次に定めるところによらなけれ

ばならない。 

 (1)～(7) （略）  (1)～(7) （略） 

（住宅における火災の予防の推進） （住宅における火災の予防の推進） 

第２９条の７ （略） 第２９条の７ （略） 

    第３章の３ 林野火災の予防 

  （林野火災に関する注意報） 

 第２９条の８ 市長は、気象の状況が山林、原

野等における火災（以下「林野火災」という。）

の予防上注意を要すると認めるときは、林野

火災に関する注意報を発することができる。 

 ２ 前項の規定による注意報が発せられたと

きは、注意報が解除されるまでの間、市の区

域内に在る者は、第２９条各号に定める火の

使用の制限に従うよう努めなければならな

い。 

 ３ 市長は、林野火災の発生の危険性を勘案し

て、前項の規定による火の使用の制限の努力

義務の対象となる区域を指定することがで

きる。 
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 （林野火災の予防を目的とした火災に関す

る警報の発令中における火の使用の制限） 

 第２９条の９ 市長は、林野火災の予防を目的

として火災に関する警報を発したときは、林

野火災の発生の危険性を勘案して、第２９条

各号に定める火の使用の制限の対象となる

区域を指定することができる。 

  

 備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


